
お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

共済組合では、組合員はもちろん、掛金負担のない被扶養者にも様々な給付を行っています。そのため被扶養者は親族関
係（続柄）と扶養状況（被扶養者の収入状況）について一定の要件を満たしていることが定められており、特に収入がある被扶
養者は、年間収入が130万円以上（障害年金や60歳以上で公的年金を受給している場合は180万円以上）あると、被扶養者と
して資格を継続することはできません。

給与収入がある場合は、原則として認定限度月額108,334円　
（60歳以上の公的年金受給者及び障害を支給事由とする公的年金受
給者である場合は1ヵ月の年金と給与を合わせ月額15万円）以内の収
入になるよう勤務いただくことが前提ですので、連続で3月以上認
定限度月額を超えた場合、超えた月の初日に遡り取消しとなります。
遡って扶養認定の取消しをすると、扶養手当や医療費等の返還が伴
い負担が大きくなるため避けたいものです。

被扶養者の収入の確認をお願いします！
保険課からのお知らせ

収入確認のポイントをまとめましたので参考にして確認をお願いします。！

遡及取消しの防止に
ご協力お願いします！

収 入 確 認 の ポ イ ン ト

ポイント3 ポイント4
年金を受給されている方は、年金額の改定通知書を受
け取ったときには年金額が、限度額以内であるかの確
認をしましょう！

失業給付等を受けている方は、日額 3,612 円を超えて
いないか確認しましょう！
超えている場合、年額 130万円以上の収入があるとみ
なすため扶養取消しとなります。

ポイント1 ポイント2
パート・アルバイト等給与収入のある方は、年初めに源
泉徴収票で前年の収入確認をし、併せて給与明細で限度
月額（下記参照）を超えていないか確認しましょう！

確定申告をしている方は、年収が 130万円を超えてい
ないか確認しましょう！
また、申告書類の保管をお願いします。

短期給付事業からのお知らせ
　短期給付事業は、医療費を賄う経理で、組合員皆様の掛金と地方公共団体である所属所からの負担金で運営されて
いる経理です。平成26年4月から9月までの上半期の収支状況から見た下半期の見込みと、来年度の変更等についてお
知らせいたします。

　平成26年度の決算見込みと標準報酬制への移行及び後期高齢者支援金の計算方法の変更が予定され
ている平成27年度の予算編成については、組合会議員による慎重な審議が必要になると思われます。
　組合員の皆様には短期給付財政についてご理解いただき、インフルエンザ予防接種助成、人間ドッ
ク助成等により健康の保持増進と、ジェネリック医薬品への移行等による医療費の抑制など医療費適
正化対策事業に引き続きご協力をお願いいたします。

　収　入　　掛金・負担金収入は、ほぼ予定どおりの収入が見込まれております。

　支　出　　 保健給付では家族療養の給付と家族の薬剤支出が増加傾向にあり、今後のインフル
エンザの流行などによる医療費の増加が懸念されます。
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